
アジ研ワールド・トレンドNo.�54（2008. 7）― 22

●
は
じ
め
に―

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
村
落
行

政
民
主
化

　

ス
ハ
ル
ト
退
陣
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る

民
主
化
・
分
権
化
の
制
度
改
革
の
影
響
は
社
会
の

隅
々
に
お
よ
ん
だ
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
行
政
組
織
の

末
端
で
あ
る
村
落
行
政
、
さ
ら
に
村
落
社
会
に
お

い
て
も
こ
の
影
響
は
顕
著
に
見
て
取
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

ス
ハ
ル
ト
期
の
一
九
七
九
年
村
落
行
政
法
は
、

中
央
集
権
的
開
発
行
政
推
進
の
た
め
の
各
地
の
村

落
行
政
の
画
一
化
を
理
念
と
し
、
村
長
は
県
知
事

に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
し
た
。
一
方
、

一
九
九
九
年
地
方
行
政
法
は
、
村
落
行
政
に
つ
い

て
、
地
方
の
事
情
に
応
じ
た
多
様
性
、
参
加
、
伝

統
的
自
治
、
民
主
主
義
、
そ
し
て
住
民
の
エ
ン
パ

ワ
ー
メ
ン
ト
に
重
点
を
置
き
、
村
長
は
、
村
落
議

会
（
Ｂ
Ｐ
Ｄ
）
を
通
じ
て
住
民
に
対
し
て
村
落
行

政
執
行
の
責
任
を
負
う
と
規
定
し
た
。

　

ス
ハ
ル
ト
体
制
下
の
村
落
行
政
で
は
、
村
役
場

（Pem
erintah D

esa

）
は
村
長
お
よ
び
村
落
協

議
会
（
Ｌ
Ｐ
Ｄ
）
よ
り
な
り
、
村
長
は
じ
め
村
役

人
は
全
員
村
落
協
議
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
村

落
協
議
会
の
議
長
は
村
長
で
あ
っ
た
。
村
落
開
発

計
画
の
策
定
・
実
行
に
関
し
、
村
長
を
補
佐
す
る

Ｌ
Ｋ
Ｍ
Ｄ
（
村
落
社
会
維
持
開
発
機
構
）
が
存
在

し
た
が
、
そ
の
議
長
は
村
長
が
務
め
、
メ
ン
バ
ー

は
村
長
の
指
導
の
も
と
合
議
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
、

第
二
副
議
長
も
多
く
の
場
合
村
長
夫
人
が
務
め
た
。

　

一
方
、
改
革
の
結
果
生
ま
れ
た
村
落
行
政

（Pem
erintahan D

esa

）
は
、
村
役
場
（
村
長

お
よ
び
村
役
人
）
と
村
落
議
会
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
村
落
議
会
の
メ
ン

バ
ー
は
、
公
選
さ
れ
、
村
長
や
村
役
人
の
兼
任
を

禁
じ
た
。
村
落
議
会
は
、「
村
落
行
政
の
執
行
を

監
督
す
る
機
能
を
担
う
」
と
定
め
ら
れ
、
県
知
事

に
対
し
て
村
長
の
罷
免
を
提
案
で
き
る
。
さ
ら
に
、

Ｌ
Ｋ
Ｍ
Ｄ
に
代
わ
っ
て
、
村
落
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン

ト
機
構
（
Ｌ
Ｐ
Ｍ
、
地
域
に
よ
り
名
称
・
組
織
が

異
な
る
）
が
設
立
さ
れ
、
村
落
開
発
計
画
立
案
・

実
行
の
組
織
と
さ
れ
た
が
、
メ
ン
バ
ー
の
村
長
や

村
役
人
さ
ら
に
村
落
議
会
の
兼
任
を
禁
じ
、村
長・

村
役
場
お
よ
び
村
落
議
会
か
ら
独
立
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
変
化
に
は
、
意
思
決
定
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
変
化
も
伴
っ
た
。
ス
ハ
ル
ト
期
の
村
落
協
議
会

に
お
い
て
は
、
合
議
・
全
員
一
致
が
旨
と
さ
れ
て

投
票
行
動
は
避
け
る
べ
き
と
さ
れ
、
反
対
意
見
の

表
出
は
抑
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
新
し

い
制
度
で
は
、
村
落
議
会
は
メ
ン
バ
ー
の
三
分
の

二
の
参
加
と
過
半
数
の
賛
成
で
決
定
を
行
う
多
数

決
原
理
が
規
定
さ
れ
た
（
参
考
文
献
①
）。

●
古
く
か
ら
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
的
村
落

民
主
主
義

　

と
こ
ろ
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
農
村
に
は
、
か
つ

て
村
落
民
主
主
義
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。例
え
ば
、ス
ハ
ル
ト
権
威
主
義
体
制
下
に
あ
っ

た
一
九
七
〇
年
代
の
ジ
ャ
ワ
村
落
行
政
を
研
究
し

た
チ
ョ
ン
ド
ロ
ヌ
ゴ
ロ
は
、「
一
九
六
五
年
以
前

の
ス
カ
ル
ノ
政
権
下
に
は
、
村
落
協
議
会
（
Ｂ
Ｍ

Ｄ
）
の
も
と
村
役
場
に
お
け
る
協
議
に
基
づ
い
て

集
団
的
に
重
要
事
項
を
決
定
し
、
村
民
間
の
コ
ン

セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
た
の
だ
が
、
今
日
は
そ
の
よ

う
な
集
団
的
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
て
い

な
い
」、
と
述
べ
て
い
た
（
参
考
文
献
②
）。

　

こ
の
よ
う
な
古
く
か
ら
の
協
議
に
も
と
づ
く
意

思
決
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
ス
タ
ル
ジ
ョ
は

述
べ
る
。「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
慣
習
法
に
従
え
ば
、

す
べ
て
の
決
定
は
、
村
民
の
間
の
全
員
の
一
致
で

も
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合
議
と
討

論
は
、
ム
シ
ャ
ワ
ラ
ー
・
ム
フ
ァ
カ
ッ
ト

（m
usyaw

arah m
ufakat

＝
合
議
・
全
員
一

水
野
広
祐
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落
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致
）
の
名
の
も
と
、
参
加
者
が
全
員
一
致
で
賛
成

す
る
な
い
し
反
対
す
る
ま
で
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」（
参
考
文
献
③
）。

　

実
際
、
合
議
・
全
員
一
致
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で

は
長
い
歴
史
を
も
つ
。
一
九
〇
六
年
の
土
着
民
村

落
条
例
あ
る
い
は
村
落
条
例
は
、
ジ
ャ
ワ
島
村
落

に
お
け
る
村
民
集
会
を
規
定
し
、
村
長
は
重
要
事

項
に
関
し
て
は
村
民
集
会
に
諮
る
前
に
決
定
し
て

は
な
ら
な
い
、
と
定
め
た
。
村
落
条
例
は
基
本
的

に
は
多
数
決
に
よ
る
決
定
を
規
定
し
て
い
た
。
た

だ
し
、
一
九
二
七
年
か
ら
二
九
年
に
か
け
て
実
施

さ
れ
た
村
落
自
治
慣
行
調
査
に
よ
る
と
、
調
査

一
五
県
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
二
県
に
お
い
て
ム

フ
ァ
カ
ッ
ト
（
合
議
・
一
致
）
方
式
が
採
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
（
参
考
文
献
②
）。

　

こ
の
よ
う
な
合
議
・
全
員
一
致
の
制
度
を
、
パ

ン
チ
ャ
シ
ラ
民
主
主
義
の
重
要
な
柱
と
し
て
、
反

対
意
見
を
封
じ
込
め
る
権
威
主
義
体
制
に
利
用
し

て
い
た
の
が
ス
ハ
ル
ト
政
権
で
あ
っ
た
。「
意
思

決
定
に
際
し
て
は
、
合
議
が
全
員
の
一
致
を
み
る

ま
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
国
民
は
こ
の
決
定
を
受
け
入
れ
か
つ
実

行
す
る
責
任
を
も
つ
」（
一
九
七
八
年
国
民
協
議

会
決
定
第
二
号
）
と
規
定
し
た
。
こ
の
結
果
、「
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
に
は
野
党
が
な
い
」
と
す
る
解
釈
も

生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
権
威
主
義
体
制
の
重
石
が
と
れ
た
今
日

の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
古
く
か

ら
の
協
議
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
う
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

●
一
九
九
九
年
以
降
の
変
化―

イ
ン
ド

ネ
シ
ア
的
村
落
民
主
主
義
の
再
生

　
「
は
じ
め
に
」
で
の
べ
た
村
落
行
政
の
諸
改
革

は
基
本
的
に
は
手
際
よ
く
実
施
さ
れ
た
。

二
〇
〇
一
年
に
は
全
国
的
に
村
落
議
員
選
挙
が
実

施
さ
れ
、
村
落
議
会
も
形
成
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
村
落
行
政
制
度
改
革
は
、
村
落
社

会
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
最
も
大
き
な

変
化
は
、
村
内
の
よ
り
多
く
の
人
々
が
参
加
す
る

協
議
制
の
復
活
で
あ
る
。
ス
ハ
ル
ト
退
陣
前
後
に

生
じ
た
経
済
危
機
に
対
処
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ

た
ソ
ー
シ
ャ
ル
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
、
旧
来
の
村
落
行
政
に
お
け
る
汚
職
体
質

を
回
避
す
る
た
め
、
従
来
の
村
落
行
政
以
外
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
村
内
の
協
議
が
強
調
さ
れ
た
。

こ
こ
で
活
用
さ
れ
た
制
度
が
、
村
落
エ
ン
パ
ワ
ー

メ
ン
ト
機
構
で
あ
り
、
ま
た
ム
ス
バ
ン
デ
ス
と
呼

ば
れ
る
村
落
開
発
協
議
会
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
村
落
開
発
協
議
会
自
身
は
、
ス
ハ
ル
ト
体

制
下
で
開
始
さ
れ
て
い
た
が
、
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
関
す
る
こ
の
協
議
制
度
が
機
能
す
る
村
も
あ
れ

ば
、
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
村
も
あ
っ
た
。
一
方
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ロ
グ
ラ

ム
は
す
べ
て
の
村
で
実
施
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
結

果
、
ほ
と
ん
ど
の
村
で
こ
の
村
落
開
発
協
議
会
が

活
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
村
落
エ
ン
パ
ワ
ー

メ
ン
ト
機
構
が
主
催
す
る
こ
の
会
議
は
、
同
機
構

メ
ン
バ
ー
、
村
役
場
、
村
落
議
会
メ
ン
バ
ー
、
さ

ら
に
隣
組
長
、
そ
し
て
村
民
も
多
数
参
加
し
た
。

種
々
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
に
関
す
る
議
論
で
は
、
し
ば
し

ば
無
記
名
の
多
数
決
に
よ
っ
て
決
定
が
な
さ
れ
た
。

　

今
日
、
西
ジ
ャ
ワ
州
チ
ア
ン
ジ
ュ
ー
ル
県
に
あ

る
筆
者
の
調
査
村
で
は
、
村
落
行
政
の
予
算
の
う

ち
、
各
種
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
よ
り
な
る
開
発
予
算
は
、

村
落
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
機
構
が
予
算
の
策
定
と

実
施
に
当
た
る
。
こ
の
開
発
予
算
の
村
レ
ベ
ル
の

審
議
は
、
や
は
り
村
落
開
発
協
議
会
が
行
う
。
こ

の
村
落
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
機
構
が
主
催
す
る
村

落
開
発
協
議
会
で
は
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
下
に
お
け

る
よ
う
な
村
長
や
村
長
夫
人
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
。

　

一
九
九
九
年
地
方
行
政
法
で
規
定
さ
れ
た
村
落

議
会
は
、
む
ろ
ん
重
要
な
役
割
を
も
っ
た
。
特
に

重
要
な
役
割
は
、
村
長
に
よ
る
年
一
回
の
責
任
演

説
に
対
す
る
対
応
で
あ
る
。
年
度
予
算
と
決
算
の

報
告
に
際
し
て
行
う
こ
の
演
説
は
、
議
会
が
不
十

分
と
認
め
れ
ば
村
長
は
演
説
を
や
り
直
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
筆
者
が
調
査
し
た
西
ジ
ャ
ワ
州
カ

ラ
ワ
ン
県
の
あ
る
村
で
は
、
村
落
議
会
は
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

関
連
し
た
マ
イ
ク
ロ
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
貸
付
金
返
済
率
が
八
〇
％
と
不
十
分
で
あ
っ
た

と
し
、
村
長
に
演
説
の
や
り
直
し
を
求
め
、
そ
れ

を
拒
否
す
る
村
長
と
の
間
で
対
立
が
生
ま
れ
た
。

　

む
ろ
ん
ど
こ
の
村
で
も
、
こ
の
よ
う
な
村
長
と

村
落
議
会
と
の
対
立
が
表
面
化
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
筆
者
が
調
査
し
た
西
ジ
ャ
ワ
州
チ
ア
ン

ジ
ュ
ー
ル
県
の
村
で
は
、
村
落
議
会
よ
り
も
村
落

会
議
（Rapat D

esa

、
村
民
集
会
と
も
訳
す
こ

と
が
で
き
る
）
が
は
る
か
に
重
要
な
役
割
を
も
っ
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た
。
す
な
わ
ち
、
村
落
議
会
、
村
長
ら
村
役
場
、

村
落
開
発
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
機
構
の
各
メ
ン

バ
ー
、
集
落
区
長
、
隣
組
長
さ
ら
に
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
リ
ー
ダ
ー
そ
の
他
の
村
民
、
総
計
一
〇
〇
人

余
り
が
参
加
す
る
村
落
会
議
は
、
村
落
経
常
財
政

の
決
算
お
よ
び
予
算
に
関
す
る
実
質
的
な
議
論
を

し
、
ま
た
村
長
の
責
任
演
説
の
場
と
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
村
落
議
会
は
、
こ
の
村
落
会

議
の
後
に
す
ぐ
に
開
か
れ
て
、
村
落
会
議
に
お
け

る
決
定
を
承
認
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
村
落
議
会
は
、
そ
れ
が
も
つ
権
限

を
フ
ル
に
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の

権
限
を
村
落
会
議
に
委
譲
し
、
い
わ
ば
直
接
民
主

主
義
を
尊
重
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
村
落
会
議
で
は
合
議
が
尊
重
さ
れ
て
い
た
。

基
本
的
に
は
合
議
・
全
員
一
致
に
の
っ
と
っ
て
い

る
が
、
時
に
挙
手
に
よ
る
採
決
も
実
施
さ
れ
る
。

で
は
、
合
議
・
全
員
一
致
が
反
対
意
見
を
封
じ
込

め
る
場
合
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

筆
者
の
観
察
で
は
、
今
日
の
村
落
行
政
に
お
い

て
は
、
合
議
・
全
員
一
致
に
名
を
借
り
た
反
対
意

見
の
封
じ
込
め
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
西

ジ
ャ
ワ
州
チ
ア
ン
ジ
ュ
ー
ル
県
の
事
例
で
も
、
バ

ナ
ナ
葉
商
人
の
売
り
上
げ
に
対
す
る
課
税
が
バ
ナ

ナ
葉
商
人
が
反
対
し
て
も
仕
方
が
な
い
と
思
わ
せ

る
雰
囲
気
の
中
で
可
決
さ
れ
た
も
の
の
、
バ
ナ
ナ

葉
商
人
が
税
を
支
払
わ
な
い
と
い
う
事
実
に
対
し

て
村
役
場
も
村
落
社
会
も
な
ん
ら
税
の
支
払
い
を

強
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
三

年
後
に
は
そ
の
課
税
は
事
実
上
廃
止
さ
れ
た
。
こ

の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
一
連
の
も
の
と
見
る
な
ら

ば
、
今
日
、
合
議
・
全
員
一
致
は
、
む
し
ろ
長
期

的
な
観
点
か
ら
村
民
の
間
で
無
理
の
な
い
合
意
を

形
成
す
る
過
程
と
し
て
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
（
参
考
文
献
①
）。

　

一
九
九
九
年
地
方
行
政
法
の
も
と
に
作
ら
れ
た

村
落
議
会
は
、
メ
ガ
ワ
テ
ィ
政
権
終
了
直
前
に
作

ら
れ
た
二
〇
〇
四
年
地
方
行
政
法
で
早
く
も
法
改

正
さ
れ
て
村
落
協
議
会
（
Ｂ
Ｐ
Ｄ
）
と
な
っ
た
。

合
議
方
式
で
議
員
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
、
公

選
制
は
廃
止
さ
れ
、
少
な
く
と
も
法
律
上
は
村
落

行
政
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
は
そ
が
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
法
改
正
は
、
二
〇
〇
一
年
以
降

各
地
で
発
生
し
て
い
た
、
村
落
議
会
と
村
長
の
間

の
対
立
を
そ
の
理
由
と
し
て
い
た
。

　

た
し
か
に
、
西
ジ
ャ
ワ
州
カ
ラ
ワ
ン
県
の
村
の

よ
う
な
一
群
の
村
で
は
、
村
落
会
議
（
あ
る
い
は

村
民
集
会
）
の
伝
統
が
消
滅
し
て
お
り
、

一
九
九
九
年
地
方
行
政
法
に
基
づ
く
村
落
議
会
と

村
長
の
間
の
対
立
が
表
面
化
し
た
。
た
だ
し
、
ス

ハ
ル
ト
退
陣
後
の
村
落
開
発
協
議
会
の
普
及
と
そ

の
機
能
を
考
え
て
も
、
村
民
間
の
協
議
の
機
会
が

増
え
、
村
落
行
政
に
住
民
の
意
見
が
よ
り
反
映
さ

れ
る
方
向
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、
チ
ア
ン
ジ
ュ
ー
ル
県
の
村
の
よ
う
に
、
村
落

議
会
と
村
長
の
対
立
は
表
面
化
せ
ず
、
む
し
ろ
村

落
会
議
や
村
落
開
発
協
議
会
に
お
け
る
協
議
が
尊

重
さ
れ
、
村
落
議
会
は
そ
れ
ら
の
機
関
に
お
け
る

決
定
を
追
認
し
た
に
過
ぎ
な
い
村
も
存
在
し
た
。

　

以
上
を
総
合
す
れ
ば
、
今
日
、
大
多
数
の
村
で
、

村
長
ら
一
部
村
落
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
村
落
行
政
や

村
落
社
会
の
支
配
、
さ
ら
に
国
家
に
よ
る
上
位
下

達
は
も
は
や
困
難
な
状
況
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
、
合
議
・
全
員
一
致
の

慣
行
が
、
挙
手
採
決
行
動
を
柔
軟
に
交
え
て
維
持

さ
れ
て
お
り
、
村
民
の
多
様
な
意
見
を
汲
み
取
っ

て
意
思
一
致
を
容
易
に
す
る
と
い
う
伝
統
的
機
能

の
優
れ
た
面
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
い
わ
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
的
村
落

民
主
主
義
の
再
生
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を

考
え
れ
ば
、
今
日
の
村
落
に
お
け
る
意
思
決
定
の

場
が
村
落
議
会
な
の
か
あ
る
い
は
村
落
協
議
会
な

の
か
の
相
違
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
を
生
む
も

の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
み
ず
の　

こ
う
す
け
／
京
都
大
学
東
南
ア

ジ
ア
研
究
所
教
授
）
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